
◎
最
高
裁
判
所
規
程
第
●
号

令
和
●
年
●
月
●
日

事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

別
表
第
一
の
二
十
八
の
項
中

事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

司

そ
の
他

最

吉
｢両］

裁

三
年
一
」
を

司

ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
利
用

判
ﾛ■■

に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定

用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

そ
の
他

に
よ
る
裁
判
の
申
立
て

ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
利

所



こ
の
規
程
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和

五
年

三
年

■■■

に
改
め
る
。

附
■■■

則 に
、

「
｜
動
産
競
売
開
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年
一
」
を

る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁

判
の
原
本

十
年

動
産
競
売
開
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年

さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係

二



六
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
二
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

最
高

裁

半|｜
｜｜ 望

所
長

官I

今
崎

幸
彦

三



定
す
る
理
由
で
あ
る
。

十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
事
件
記
録
等
保
存
規
程
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
規
程
を
制

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
に
係
る
競
争
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五

理
由



事
件
記
録
等
保
存
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
八
号
）

二
十
八

二
十
九
（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

■
■
■
■
｜
事
件
の
種
類

一
一
記
録
の
保
存
期
間

一
一
事
件
書
類
の
保
存
期
間

～
二
十
七

（
略
）

事
件
記
録
等
保
存
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

〆 ヘ

略
一 一

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
お
い
て
洞

用
さ
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

に
係
る
鯛
劉
判
り
促
進
に
閲
釧
訶
副

に
よ
る
釧
判
細
渕
引
刻
て

そ
の
他

（
略
）

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取

引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七

十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
裁
判
の
申
立
て

新

景剰

五
年

判
刎
制
墹
判

Ｈ
‐
鋼

動
産
競
売
開
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年

（
略
）

画
、
■
蓉
纏
冒
曲
■
醐
開
一
規
定
に
よ
る
裁 I

太
宇
れ
る
特
定
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
係

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判

の
原
本

ス
マ
ー
ト
フ
オ
ン
に
お
い
て
洞
用

十
年

二
十
九

（
略
）

二

十
八

一
事
件
の
種
類
一
一
記
録
の
保
存
期
間

一
～
二
十
七

（
略
）略

、〆

別
表
第
一
（
第
一
審
裁
判
所
で
保
存
す
る
記
録
及
び
事
件
書
類
の
保
存
期
間
）

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取

引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七

十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
裁
判
の
申
立
て

そ
の
他

（
略
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

五
年

三
年

｜
事
件
書
類
の
保
存
期
間

（
略
）

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引

の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
十
条

の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判

の
原
本

十
年

動
産
競
売
照
始
許
可
決
定
の
原
本

十
年

（
略
）


